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会長時間

会長 下田 敬三

皆さん、こんにちは、お客様ようこそお越しくださいました。どうぞごゆっくり

お過ごしください。今日は、新会員入会予定者、菅泰晶さん、木村茂さん

をゲストとして、出席して頂いています。例会の雰囲気を味わって頂けれ

ばと思います。朝晩肌寒さを感じる季節となりました。季節の変わり目風邪

などひかないよう気を付けて頂きたいと思います。

先ずは、先日の呉で開催されました、地区大会の報告をさせて頂きます。その一つが、2012－13年度地区大

会決議案（決意第１号から決議第１２号まで）が採択されました。お手元のコピーを読んで頂ければと思いま

す。大会１日目の会長・幹事会で、Eクラブの設立について報告がありましたので、その概要についてご報告

致します。福山RCをスポンサークラブとして、「福山ロータリーEクラブ2710」を2013年3月に設立する計画で、

現在準備が進められています。Eクラブは、国際ロータリーの会員であり、インターネットのホームページ上で

例会を開催する新しいタイプのロータリークラブです。ロータリーに関心はあるが、時間の制約により毎週例会

があることで入会することが難しい方にとっては朗報です。例会は毎週1回、２４時間いつでも参加できます。

但し、各自が1週間以内にホームページに掲載されているロータリーの理念や奉仕活動実践などを閲覧し、そ

れに対する意見また、自分自身の奉仕体験などを書き込むことにより例会に参加することになります。募集対

象者は、中国地方居住者となっています。

本日の卓話時間は、新会員3人のかたに自己紹介していただきます。楽しみにしています。会長時間を終わり

ます。

今回の例会（１１月７日）

会員卓話

１ １ 月 誕 生 会 員

次回の例会（１１月１４日）

会員卓話

ロータリー財団について

出席報告
（例会運営委員会）

10月31日(水)出席者

会員総数 41名

出席会員 37名

欠席会員 4名

ご来賓 0名

ご来客 1名

ゲスト 0名

来客者紹介
（親睦家族委員会）

10月31日(水)出席者

広島ＲＣ 1名

幹事報告（瀬川幹事）

■例会変更

■お知らせ

・ 広島北ＲＣ
１．「休会」 １１月２２日(木)
２．「職場訪問例会」

【と き】 １１月２９日(木) １２：３０～
【ところ】 広島東照宮

・ 広島中央ＲＣ 「創立34周年記念例会・懇親会」
【と き】 １１月２６日(月) １８：００～ [※同日変更]

・ 広島安佐ＲＣ 「休会」 １１月２２日(木)

・ 11月17日(土)広島陸上教室記録会と11月28日(水)新会員
歓迎夜間例会のご案内をBOX配布しております。ご出欠の
回答は回覧にてお願いします。

・ 11月会費ご案内をボックス配布希望の方のみに配布して
いますので、必ずご確認の上お持ち帰り下さいますようお
願いいたします。郵送をご希望の方には本日発送いたしま
す。

・ 来週11月7日の例会場は32階ダイヤモンドとなっておりま
す。

【例会】 毎週水曜日(12:30～13:30) ／ リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町6-78） ／ 082-502-1121

【会長】下田 敬三 【事務所】広島市中区基町6-78 リーガロイヤルホテル広島13F 【TEL】082-221-4894
【幹事】瀬川 長良 【ホームページ】http://www.ryohoku-rc.jp/ 【FAX】082-221-4870
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今枝 仁 会員

私の肩書は「国際弁護士」ということですが、最近担当した国際的事件と言えば、中

国人の離婚事件くらいしかありませんので、今日は、私が担当した刑事事件の中か

らお話したいと思います。

みなさん、裁判関係の報道にはどの程度目を通されるでしょうか。一昨日は、再審

請求という、イレギュラーな手続きに関する事件が、２件ありました。いずれも、当時

世間を騒がせた、重大事件です。１件目は、１５年前に東京の渋谷で起きた、東電

ＯＬ殺人事件の被告人として無期懲役の判決を受けた、ネパール人のゴビンダ・プ

ラサド・マイナリ氏の再審手続があり、検察官が「無罪」の意見を出すということで即

日結審し、無罪判決が出て確定することが確実になりました。２件目は、１３年前に

山口県光市で起きた事件で、５年前に広島高裁での差戻し審で物議をかもした「光市母子殺害事件」につき、今年の

２月に死刑判決が出て確定していますが、一昨日被告人が再審請求をしたということです。私は、東電ＯＬ殺人事件

については東京地裁の刑事部の事務官として、光市母子殺害事件については差し戻し控訴審の弁護人として、それ

ぞれ関与したわけですから、同じ日に両方の事件についての再審のニュースが飛び込んでくるというのは、感慨深い

ものがありました。

東電ＯＬ殺人事件が起きたとき、私は大学を卒業して、東京地方裁判所刑事第１１部に配属されていました。この事件

は、最初は、犯人が誰かということよりも、被害者の人物像にまず世間の関心が集まりました。慶応大学経済学部を卒

業し、東京電力の総合職で働く３９歳のエリートキャリアウーマンが、夜な夜な渋谷や恵比寿で売春行為を行ってお

り、その過程で殺害されたとみられたのです。被害者のエリートキャリアウーマンとしての表の顔と、連日渋谷や恵比寿

で売春行為を繰り返すという裏の顔の、ギャップに世間の注目が集まったことはごく自然とも言えます。

逆に、被告人となったマイナリ氏が無罪を主張しているのにも関わらず、マイナリ氏が真犯人かどうかという議論が巻き

上がるのには一定のタイムラグがあったと思います。マイナリ氏がネパールから出稼ぎに来た外国人労働者であるとい

う偏見と、被害者の遺体が見つかったアパート空き室のトイレに捨てられていたコンドームの中にあった精液とマイナリ

氏のＤＮＡ型が一致したとされていたから、ほとんどの人は、マイナリ氏が真犯人に間違いないと思っていたようです。

また、現場アパートの鍵をマイナリ氏が持っていたこと、事件後マイナリ氏が本来持っていないはずの大金を持ってい

たことなどからも、マイナリ氏が真犯人であることを疑わない風潮がありました。マイナリ氏は、途中で言い分を変えて、

被害者のそのアパート内で売春行為をしたことがあるが、事件の日よりも数日前だ、というふうに主張しましたが、それ

までは被害者と会ったことすらないと言っていたのですから、このように言い分を変えること自体が疑わしいという見方

もされました。

しかし、東京地方裁判所刑事第１１部は、マイナリ氏に対し、無罪判決を出します。ちなみにこのときの裁判長は大渕

さんという方で、数年前には東京高裁の刑事部の部長として強権を振るっておられましたが、私の仲人です。東京地

裁では、マイナリ氏が真犯人であることを指し示す状況証拠がたくさんあり、マイナリ氏が真犯人であるという疑いを限

りなく強く持たせるが、他方で、現場に第三者の体毛がある理由が説明できないなどの疑問もあり、マイナリ氏が真犯

人であると断定するほどの確信を持つには至らないので、「疑わしきは被告人の利益に」の刑事裁判の原則に従い、

マイナリ氏を無罪にするとしたのです。

しかしこの事件は、検察官が控訴し、東京高等裁判所で、逆転有罪になります。被害者が手帳に売春をした際の金額

などを几帳面に記載していたのですが、なんと検察は、事件日から数日前の頃の買収行為の相手を全て洗い出し

て、全員に裁判所で証言させたのです。そうすると、マイナリ氏が被害者の売春行為の相手になった日は、事件が起

きたその日しかないということになったのです。それに、先ほどのＤＮＡ型の一致や、マイナリ氏が大金を所持していた

等の状況証拠も併せ、マイナリ氏が真犯人であることにつき合理的な疑いを入れる余地はなく、有罪としたのです。

この控訴審にはちょっとしたおまけがあって、このときの裁判官が後日、児童買春で逮捕され、有罪、実刑となって裁

判官をクビになります。世俗に疎い裁判官のことですから、東電ＯＬ殺人事件の中身を知って、こんな世界があるのか

と思い、足を踏み外してしまったのでしょう。少女の売春行為を知った警察が、その携帯電話の履歴から売春相手を

おびき出して逮捕しようとしたのですが、そのときその裁判官は、「助けてくれ！俺は裁判官だ」と言ったそうです。
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マイナリ氏は最高裁に上告するも、棄却。無期懲役刑が確定しました。しかし、再審請求の扉が開きます。再審請求と

いうのは、いったん確定した裁判に対し、新たな証拠が出てきたことにより判決を覆そうというものです。その再審請求

を認めるかどうかを審理する再審請求審という手続の中で、事件現場から採取されて保管されていた資料のうち、そ

れまでＤＮＡ鑑定されていなかったものについて、新たにＤＮＡ鑑定をしました。そうすると、被害者の体に付着してい

た精液のＤＮＡ型が、被告人のＤＮＡ型と一致せず、現場に落ちていた体毛や、被害者の胸や下半身に付着してい

た唾液のＤＮＡ型と一致したのです。それで、事件のときは別の男がそこで被害者と売春行為をなし、被害者を殺害し

た真犯人である可能性が高まったのです。コンドームの中にあったマイナリ氏の精液は、それより数日前のものだった

のです。

これにより再審の重い扉が開かれ、さらに再審手続の中で、被害者の爪に付着していた皮膚のようなもののＤＮＡ型

が、先ほどの体毛ほかのＤＮＡ型と一致し、ますます犯人が第三者である可能性が高まり、検察官ですらマイナリ氏は

無罪であるという意見を述べて再審は結審しました。

思えば私が大学を卒業して裁判所に入ったその２カ月後に、自ら検察事務官から訴状を受け取った事件です。その

後の自分の人生の浮き沈みを考えると、マイナリ氏の失われた時間の膨大さが少し実感できます。真犯人でない人を

犯人として裁くことの罪深さを感じます。刑事訴訟法では、「９９人の真犯人を逃がすとも、１人の無辜を罰すなかれ」と

言いますが、これが単なる理想ではなく、絶対の真実なのだと感じました。被告人が犯人であることを指し示す状況証

拠が多数あっても、何か一片の合理的な疑いが残る以上は、「疑わしきは罰せず」として無罪を言い渡す、気概のある

裁判官の姿を目の前で見ることができたのは幸せでした。

弁護士として刑事弁護をしていると、対立する検察官だけではなく、裁判官も被告人を色眼鏡で見ているように感じる

ことがあります。しかし、１６年前、「疑わしきは被告人の利益に」、「合理的な疑いを入れない有罪心証を持てない限

り、無罪とする」という、良心と信念を持ち、それに従って職責を果たす裁判官と同じ釜の飯を食った体験があるからこ

そ、人間の良心を諦めることなく勇気を失わずに弁護士を続けていることができます。

吉田 高宏 会員

こんにちは、吉田でございます。

このたびは、ご推薦、承認いただきまして、まことにありがとうございます。わたく

しは、生まれは九州博多で昭和40年2月生まれの47歳ございます。

小学校4年の時両親の転勤により博多から広島へまいりまして、江波中、広工

大高校で、大学は九州福岡へ行きまして学生時代はラグビーをしていました。

20年前に結婚しましたが、現在独身で犬と二人暮らしです。犬は18年でよぼよ

ぼの婆さんでございます。

趣味と言えるかどうかは別として、好きなものは、ゴルフ、釣り、ちなみに、野球

は無理です。

広島へもどり、消火器メーカーの日本ドライケミカルへ入社し独立、平成元年に株式会社吉田を設立し来年で

25周年を迎えます。また系列会社として、有限会社STCがございます。

吉田は、スプリンクラー、火災報知機等、消防設備関係全般に設計、施工、監理をメインとし、STCは、そのメン

テナンス及び消防車による放水テストをメインで、別業種で弊社ブランドの消臭剤等雑貨も販売しております。

弊社が販売しております消臭剤は、安心安全を重視し自然の物を原料として作られた物でございますので、口

の中に入っても大丈夫です。また、臭いの元を断つということと、しみ、にならず非常に効果があります

右も左もわからず、ご迷惑、失礼があるかと思いますが、そうそうたる諸先輩方のご指導をいただきながら、勉強

させていただき、かわいがっていただけたらと思います。

どうぞ宜しくお願いいたします。
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『ご縁に感謝！』

沖田 彰範 会員

９月１９日付で再入会させて頂きました沖田です。３年前に最初の入会をさせて

頂き、１年８ヵ月在席させて頂いておりましたが会社都合でやむなく退会いたし

ました。縁あって、再びこの広島陵北ロータリークラブに再入会を許され、卓話

の席に立てた事を大変嬉しく思います。当クラブを離れていた期間中も会員の

方が声を掛けて下さったり、いろいろとお世話下さり在籍時と変わらぬお付き合

いをして頂きました。私自身もクラブホームページを拝見して再入会に備えてま

いりました。この場でまた皆様方と会えるようになったご縁に感謝し、ロータリー

に係われればと思います。

『ご縁』と言えば私の会社は、清掃業務を中心とするビルメンテナンス業ですが、入会して半年過ぎた頃、メーク

アップで東広島ロータリークラブへお邪魔した時にたまたま隣に座られた西条ロータリークラブのメークアップ来

られた会員の方からお寺の住職をしているのですが、本堂の清掃ができますか？と尋ねられ即答で『はい』と答

えました。実は、２ヵ月前にこれもたまたま福富町のお寺の総代の知人の方からご紹介で初めて携わった業務

で、こんなにすぐに次の仕事が入るとは思いませんでした。いまもこの会員の方とは、メールのやり取りをし、お

付き合いさせて頂いております。この出来事は、私にとってとても心に残り、例会出席は、自分自身が出席し得

る事だけでは無く、縁あってその時その場所で誰かが私と会う事を求めているということもあると思いはじめまし

た。

このように前回の在籍中にご縁を頂いた方にたくさん勉強させて頂きそれを糧に再入会できたので、また会う誰

かの為に例会出席をし、自身が向上し、その次に会う誰かの為にロータリーに携わっていければと思います。

『ご縁に感謝！』

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：SMILE BOX

安土義和 会員
菅君、入会おめでとうございます。ロータリーをしっかり楽し
んでください。

石川貴与和 会員
家内も快気ではないのですが、元気に仕事にも復帰いたし

ました。色々と御見舞ありがとうございました。快気祝ではな

いのですが、御見舞返しということでニコニコへ寄付しま

す。

久保弘睦 会員
やりました。71歳7ヶ月で大型2種自動車免許を取得しまし
た。大変でした。

伊藤弘幸 様
久保さん、気遣いありがとうございます。川中さん、さすがシ
ングルプレーヤーですね。石田さん、車中での会話楽しか

ったです。賀谷さん、ゴルフはキャディさん次第ですね。井

林さん、二次会の中味は後程。皆さんありがとうございまし

た。次回の遠征ゴルフ楽しみにしています。

当日計 24,000円 累計 325,000円


